
事 業 番 号 3-50-(1)

--9校無 農林水産省 漁業共済 .漁業経営安定対策(積立ぷらす)
7尊 珊 JqiJ;I

轟 水産庁 溢世i-崇等 水産業の健全な発展 l二..く.準頭重嘩 ∴-

平成20年度 摩 焼野軽 漁業保険管理官 .策華甲軍手

礼 ･._=､野 重要垂 水産基本計画(平成19年3月20日間議決定)

富 繁 ロ直接実施≦□業務委託等 (委託先等 : )

慕 .補助金 碩 藍>間接〕 (補助先 = 実施主体 =鯛 漁業共済組合連合会'

十【← 藁 ｡鮒 (貸付先 : )｡その他 ( )

≡--:/葺き o 麿棄革萄串 47 7..r闇 欝 ､.1 .0発 .宅.-,草 葉筆耕 鞘琵 32 毒幣滞 顧 軽ご

言iF整..l... dLfJL1日 一■p一.莞陵 :.A& 8,699 漁業経営安定対策基金8,699 ･秦如 讃､<:-.､~- 事業実施期間平成20年度-平成29年度

漁業軽撃戸策基i]_.r;lJ読.婆≡ I 6.351

!ttl繁 窮 漁業者の収入が減少LT=場合.=漁業共済に上乗せして補てんを行い､収入の変動による漁一式-.】11薬種営への影響を緩和する.

千義丁藁+拷J73 ★∵JJLl 妻妾 積極的かつ計画的に経営改善に取り離む漁業経営体に減収の-部を漁業共済に上乗せして
琵墓補てんする.

貨一一書芸漂i牡_i.Lで.義1tp癌 荒等 漁業者が拠出した積立金と国費 (l:1)による資金を全国漁業共済組合連合会に造成

し､, の く.′しこ1'合(=, の 8番 で に上 せして てん

蔓 る 収̀入の原則9割まで)ら

杏SI-駕宕∵ - ⊇2,-qlr- 平成22年度概算要求額 人件費

､=潜 5.071百万円 ( 職員構成 概算人件兼(平均給与×従事鞍点敢) 従事職員数

寸 嬬 萎 30百万円 担当正職員 - 巨 円 一 人

_>こき∴+_+ 貸i･芋三短 3,ai- 5,101百万円 臨時職員他 30.0車 円 15.8 人

憑蚕ン+ftlr々義 翌 年 度 飴 色 地方公共団体の裏負担がある場合､概算の総額

爵 H.9(決算額)

鮭 H.9(和 上の祁 郵

苫謹 ･宇 :-I -I.控 無 をH20(紺 見込削 3,206

響義ニ ≡熊+ 斗 S H21(補正粥 );J～;-,∵T/崇茸 うち返綱=1↓叶r疾 H22概算要求 5.ー01

馨て んするために要す阜経費)

-I描 (2)事業運営費 98百万円 定額



事 業 番 号 3-50-(1)

.=琴 凍寒詞等.舞畢

+ 崇 積極的かつ計画的に経営改善に取り組む漁業権営体に対して収入の変動による影響を緩和
蓮宗して経営の安定を図るための事業であり､経営改善に取L)組む漁業者からのニーズも高い〇i-F､.1】

泰

認蒜

讃

整 【活動指標名】′ 年度実親 .評価 単位 H18年度 H19年度 H20年度

★ 聾塗:ふ 芳契約件数 件 - - 1.726

蔓契約金額 億円 - - 21.1積

+ 云:_莱蔓草+∵∴

+_ % - - 100

菜ろである.E_i

( 笠 (今後の方向性)
藍 本事業を活用して.他産業と比べてそん色ない水準の所得 .収益を確保でき.将来にわ
夏W=つて安定的な漁業を営むことができる経営体 (効率的 .安定的経営体)を現在の約1,5万
萎窒種営体から平成29年度までに約2.5万経営体に弓き上げ､これらの経営体が大宗を担う (漁

宏美生産額の約8割)漁業生産構造を実現するoi#,

誓 【成果指凍名】′ 年度実績 .評価 単位 H18年度 H19年度 H20年度

宗本事業を活用して経営改善に取り組んでい逼る経営体数 経営 - - 1,726

∴ 占守

盟.港･∴t十裟iE, 琵琵

義lllヽ+義 譲 平成21年9月未現在で2.306経営体 (平成21年度未で約3,900経営体を予定)が本事業を活

-I/-:1..--･= :: 夢-gp用して経営改善の取組を行っているところであり､ほぼ計画どおりに進展している8

詔 ■≒ピ■ _

芳iS十 棄撰 孝男▲荊

管;-:警一一日.∫
･一g.;-捕-

-Edたま喜表護~..汰

FL-'匁∵ 賢者nB--m SL護持i.ち,_援綾

毛頭-__~詣
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- 蕉 準 准 蕪 塞 襲 幕 を キ 拒‡..:f繊=i畢東和 工

水産庁 i 車 水産業の健全な発展 卜 申 申 軽 を .

- 千僧L､P却壌様 .軍手Il- 水産基本計画(平成19年3月20日間議決定)+ 紐 妥1:亨照 t

+(三口直接実施

控十 ご口業務委託等 (委託先等 : )
N-II補助金 〔喧匿>間接】 (補助克 : 実施主体 =全国漁業共済組合連合会)

毒口貸付 (貸付先 : )□その他 ( )

p喜汚鮎 欝 i/.6 陵 --奉棄無 .o/13 棄妻鮒 (Z～03)灘■ へ

妻 .. 漁 港 諾

に適応した契約方式への加入を促進する必要があるが､共済掛金に割高感があり加入が進ん

蒙†､･S喝 克 宏 一,｡p-ー表記 でいない.このため､大規模な災害に適応した契約方式ーこより加入する漁業者等の掛金を軽

減することにより､大規模災書による漁業経営への影響を緩和する○

漕警 護 ･国から全国漁業共済組合連合会を通じて各漁業共済組合に助成を行う○

･漁業共済に加入する漁業者のうち､大災害に適応した契約方式等を選択した
漁業者及び大災害により被災した漁業者の共済掛金を軽減する○

･1 国が漁業共済組合を通じて.大災害に適応した 契約方式等を選択した漁業者及び大災害により被災 した漁業者に対し､共済掛金の一部 (約 10%程度)を補助するo

義 耳 望-.望
姦 1-;..-

妄達男]斗璽泰 墓 琵

irJ,' 平成22年度概算要求額 人件費

轟諸点 1.338百万円(職員構成 概算人件費(平均絵 与×従事吸員数) 従事職員数

8百万円 担当正職員一 事千円 - 巨

一,346百万円 臨時職員他7,5421千円 車

∴二ia薫班 搭※.:y 年 度 稔 地方公共団体の裏負担がある場合､概算の絵額

++らff:?+のの ? H19(決算亀)

掘 鑑 7 群 書H21(当初予算) 1.376

革 H2ー(補正予兼)

うー うち返納宅

溺 .帽㍍ H22概算要求 1.346

□1 (l)掛金助成事業 1,321百万円 定盤
(助成対象である契約方式を選択した漁業者及び大災害により被災した漁業者に

琵 漂 対する共済掛金の一部助成に要する軽費)(2)事業運営費 25百万円 定額(会議費､共済組合の指専横械集計費等の本事業の事業運営費 (人件費を含む))(2)事業運営費 25百万円 定額(会議費､共済組合の指専横械集計費等の本事業の事業運営費 (人件費を含む))
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2 -lLL-i::Eだ込肝 =操 車~‡壌 纂 ~.≒康 薬 学 境 港 ;.;-顔 妻軸 戦 ∴

-〒1､.轍 ㌫湾 水産庁 獲襲筆等._薫き軽 水産業の健全な発展 仁雅*r寒=野草 :

堤

′~lJr-.:苛*') 芸 燃油価格の高騰等により､漁業経営が厳しい状況にある中で､台風､赤潮､大型クラゲ等

緋こよる漁業被害が継続的に発生しており､漁業者が共済掛金の捻出に苦慮する状況となって
劉いることから.本事業に対する漁業者の二-ズは高く､漁業共済への加入を促進し.健全か
発つ円滑な制度運営を囲るため､本事業を継続する必要がある○

簸

++&
讃 ト.拭よ.潔

朽

,I-T絹ジミリ

･.+

主謀_l-∴ 冬芽∵

tqJか♪i-吉光 澄琵 %･.琵謀_

ぎ琵 ≡(現状の成果)
≡ 平成21年9月末現在で助成件数は約1万件 (年度末には約4万5干件に達する予定)であ
m) 順調に加入促進が図られている○

･ 平成2一年度から23年度までの3カ年で､漁業共済加入者のうち､大規模な災害にも耐え得
る契約方式等への加入が､平成20年度未の1割程度から6割程度まで増加することを見込ん
至でいる○

召#;袋 採 災
lip-一難リ

1

★千13aキ右 * -

謂 猫密だ岩渕.済 整

PJL:# キ ･繋 1軒 -

Eq事+ hLp-;-.､ ･藤



(予算担当部局用)

事業番号3-50

漁業共済
(訂漁業共済.漁業経営安定対策 (積立ぶらす)
② 漁業共済経営環境変化特別対策事業

平成21年度当初予算額 平成22年度概算要求額

【漁業経営安定対策 :基金事業】

○財政資金投入の必要性

･ 漁業の担い手対策とはいえ､漁業共済では対象にならない減収の部分まで国費で補て
ん
すべきか｡
※漁業共済では掛金の国庫補助あり｡

○基金の積み方の適切性

漁業者の積立状況は計画を下回っており､国の積立てもそれを考慮し､毎年50億円積

立てる計画を変更すべきではないか｡
※当初の計画は毎年2,200件､契約額50億円分の加入がある前提｡
※20年度加入金療 :21.1億円､国の積立窺､30億円､21年度の国の積立額:50億円

(参考)
開始年度 :20年度
資金の流れ :国 - 全国漁業共済組合連合会 - 漁業者
事務費:年間約1億円
基金取崩額 (国費分):0.5億円 (20年度)

【漁業共済経営環境変化特別対策事業】

○事業目的の妥当性.財政資金投入の必要性

･ 漁業共済の加入促進及び財務状況の改善のためとはいえ､ (法令上の掛金補助に加え
て)さらに共済掛金の一部を国費で負担すべきか｡

(参考)
開始年度 :21年度 (18-20年度に前身の掛金助成事業を実施)
資金の流れ :国 - 全国漁業共済組合連合会 - 漁業者
事務費:25百万円






